
○横手市建設工事等の入札及び契約に関する情報公表要綱 

平成１７年１０月１日 

告示第２０号 

改正 平成２８年８月２２日告示第１４０号 

平成３１年３月２６日告示第３６号 

令和４年９月７日告示第１８５号 

令和６年２月１９日告示第２５号 

（目的） 

第１条 この告示は、市で発注する建設工事及び建設コンサルタント等業務（以下「建設工事

等」という。）の入札及び契約に係る情報の公表内容について定めることにより、入札契約制

度の透明性、客観性、公平性及び競争性の一層の向上に資することを目的とする。 

（公表の対象） 

第２条 公表の対象は、市が競争入札又は随意契約に付した建設工事等で、次に掲げるものとす

る。 

（１） 建設工事 設計金額が１３０万円（消費税及び地方消費税を含む。）を超えるもの 

（２） 建設コンサルタント業務 設計金額が５０万円（消費税及び地方消費税を含む。）を

超えるもの 

（公表の内容等） 

第３条 公表事項、公表時期、公表方法及び公表の期間等については、別表による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の横手市建設工事等の入札及び契約に関する情報

公表要綱（平成１５年横手市告示第１６号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この

告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２８年８月２２日告示第１４０号） 

この告示は、平成２８年１０月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２６日告示第３６号） 

この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年９月７日告示第１８５号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 



２ この告示による改正後の第３条の規定は、令和４年度以後の入札及び契約に係る情報公表に

ついて適用し、令和４年度前の入札及び契約に係る情報公表については、なお従前の例によ

る。 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正後の第３条の規定は、令和６年度以後の入札及び契約に係る情報公表に

ついて適用し、令和６年度前の入札及び契約に係る情報公表については、なお従前の例によ

る。 

別表（第３条関係） 

項目 公表事項 公表時期 公表方法 公表期間 備考 

１ 

発

注

の

見

通

し

に

関

す

る

事

項 

①建設工事等の名称、場

所、期間、種別及び概要 

②入札及び契約の方法 

③入札を行う時期（随意契

約を行う場合にあって

は、契約を締結する時

期） 

・公共工事

の入札及

び契約の

適正化の

促進に関

する法律

施行令

（平成１

３年政令

第３４

号）第５

条の規定

による時

期 

・市のホームペ

ージ 

・当該年度の３月３１日

まで 

 

２ 

入

札

及

び

契

約

の

過

①入札に参加する者に必要

な資格及び当該資格を有

する者の名簿 

②入札に参加する者を指名

する場合の基準 

・当該事項

を定めた

とき遅滞

なく 

・市のホームペ

ージ 

・新たに当該事項を定め

た日の前日まで 

 

③入札を行った場合におけ

る指名した者の商号又は

名称及びその者を指名し

た理由 

・契約締結

後遅滞な

く 

・市のホームペ

ージ 

・公表をした日が属する

年度の翌年度末日まで 

 



程

並

び

に

契

約

の

内

容

に

関

す

る

事

項 

④入札者の商号又は名称及

び入札金額（随意契約を

行った場合を除く。） 

⑤落札者の商号又は名称及

び落札金額（随意契約を

行った場合を除く。） 

⑥最低の価格をもって入札

した者を落札者とせず他

の者のうち最低の価格を

もって入札した者を落札

者とした場合におけるそ

の者を落札者とした理由 

⑦最低制限価格を設け最低

の価格をもって入札した

者を落札者とせず最低制

限価格以上の価格をもっ

て入札した者のうち最低

の価格をもって入札した

者を落札者とした場合に

おける最低制限価格未満

の価格をもって入札した

者の商号又は名称 

⑧予定価格 

⑨契約の相手方の商号又は

名称及び住所 

⑩建設工事等の名称、場

所、種別及び概要 

⑪建設工事等の着手時期及

び完成時期 

⑫契約金額 

⑬随意契約を行った場合に

おける契約の相手方を選

定した理由 

３ ①競争参加者の経営状況及 ・当該事項・市のホームペ ・新たに当該事項を定め  



入

札

及

び

契

約

の

過

程

並

び

に

契

約

の

内

容

に

関

す

る

そ

の

他

の

事

項 

び施工能力に関する評点

並びに工事成績その他の

評点並びにこれらの合計

点数並びに当該合計点数

に応じた競争参加者の順

位並びに等級区分の基準 

を定めた

とき遅滞

なく 

ージ た日の前日まで 

②低入札調査の基準価格及

び最低制限価格を定めた

場合における当該価格の

算出方法（建設コンサル

タント業務を除く。） 

・一般競争

入札の場

合は入札

公告時、

指名競争

入札の場

合は業者

指名通知

発送時 

・市のホームペ

ージ 

・公表をした日の属する

年度の翌年度末日まで 

  

③低入札価格調査の要綱及

び結果の概要 

・要綱にあ

っては当

該事項を

定めたと

き、結果

の概要に

あっては

契約締結

後遅滞な

く 

・市のホームペ

ージ 

・新たに当該事項を定め

た日の前日まで 

  

④入札及び契約の過程並び

に契約の内容について意

見の具申を行う第三者か

らなる機関に係る任務、

委員構成、運営方法その

他の当該機関の設置及び

運営に関すること並びに

当該機関において行った

審議に係る議事の概要 

・当該事項

を定めた

とき、又

は審議結

果が出た

とき遅滞

なく 

・市のホームペ

ージ 

・当該事項を定めたとき

にあっては新たに当該

事項を定めた日の前日

まで、審議結果が出た

ときにあっては当該事

項を公表した日の属す

る年度の翌年度末日ま

で 

  



⑤入札及び契約に関する苦

情の申出の窓口及び申し

出られた苦情の処理手続

その他の苦情処理の方策

に関すること並びに苦情

を申出た者の名称、苦情

内容及びその処理の結果 

・当該事項

を定めた

とき、又

は苦情を

処理した

とき遅滞

なく 

・市のホームペ

ージ 

・当該事項を定めたとき

にあっては新たに当該

事項を定めた日の前日

まで、審議結果が出た

ときにあっては当該事

項を公表した日の属す

る年度の翌年度末日ま

で 

  

⑥指名停止を受けた者の商

号又は名称並びに指名停

止の期間及び理由 

・指名停止

措置後遅

滞なく 

・市のホームペ

ージ 

・公表をした日の属する

年度の翌年度末日まで 

  

⑦工事の監督及び検査に関

する基準 

⑧工事の成績評定要綱 

⑨談合情報を得た場合等の

取扱要領 

⑩施工体制の把握のための

要綱 

⑪入札参加者資格審査の要

綱 

⑫入札制度実施のための要

綱 

⑬共同企業体運用のための

要綱 

⑭入札及び契約に関する情

報公表のための要綱 

・当該事項

を定めた

とき遅滞

なく 

・市のホームペ

ージ 

・新たに当該事項を定め

た日の前日まで 

  

⑮工事成績評定の結果 ・市長及び

契約審査

会報告後

遅滞なく 

・市のホームペ

ージ 

・公表をした日の属する

年度の翌年度末日まで 

  

 


